
　管内の雇用情勢（令和8年3月内容。パートを含む）
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■新規求人倍率 1.34倍（対前年同月比0.01ﾎﾟｲﾝﾄ上昇、対前月比0.19ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）

■有効求人倍率 【全 国】 1.18倍（対前年同月比0.07ﾎﾟｲﾝﾄ低下、対前月比0.01ﾎﾟｲﾝﾄ低下）
【福島県】 1.20倍（対前年同月比0.1ﾎﾟｲﾝﾄ低下、対前月比0.01ﾎﾟｲﾝﾄ低下）
【管 内】 0.88倍（対前年同月比0.08ﾎﾟｲﾝﾄ低下、対前月比0.02ﾎﾟｲﾝﾄ低下）

1.25 1.25 1.23 1.22 1.22 1.21
1.20 1.19 1.19 1.20 1.18 1.19 1.18

1.30 1.29 1.28 1.28 1.27 1.25 1.25 1.23 1.23 1.22 1.20 1.21
1.20

0.96
0.89 0.88 0.89

0.93
0.89

0.95
0.99

1.08
1.12

1.01

0.90 0.88
0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

R7.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R8.1 2 3

（倍）

（倍） ●表１ 管内における求人倍率の推移

●表２ 有効求人倍率の「全国・福島県・管内」別推移

（年月）

（年月）

管内

福島県

3月の新たな求職申込みは506件、求人申込みは679人分でした。
これは、1件の求職申込みに対し1.34人分の求人が申し込まれたことになります。

1月から引き続き求職している方と3月に新たに求職申込みした方の合計が2,203人であった

のに対し、1月から引き続き有効中の求人と3月に新たに申し込まれた求人の合計は1,931人でした。
これは、1人の求職者に対し0.88人分の求人になります。

■有効求人倍率 0.88倍(対前年同月比0.08ﾎﾟｲﾝﾄ低下、対前月比0.02ﾎﾟｲﾝﾄ低下）

※有効求人倍率：有効求人数／有効求職者数

有効求人倍率は、労働市場の需給状況を示す代表的な指数とされています。

※新規求人倍率：新規求人数／新規求職者数

新規求人倍率は、労働力需給状況の変化の先行的な動きをとらえることができるとされています。

※なお、令和7年12月以前の数値は、令和8年1月分公表時に新季節指数により改訂されています。

全国
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■月間有効求人数 1,931人（対前年同月比1.9％減、対前月比2.2％増） （表６）
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●表３ 新規求人数の推移 （一般）

●表４ 新規求人数の産業別内訳（3月） ●表５ 新規求人数（製造業）内訳（3月）
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■新規求職申込件数 506件（対前年同月比5.6％増、対前月比9.5％減） (表７）

●表６ 月間有効求人数の推移 （一般）

●表７ 新規求職申込件数の推移 （一般）

（年月）

（人）（人）

（人）

サービス業

運輸業・郵便業

製造業

医療・福祉

（年月）

建

■新規求人数 679人（対前年同月比6.6％増、対前月比5.6％増） (表3)

3月の新規求人数を産業別に見ると、製造業が207人と最も多く、全体の30.5％を占めており、次いで医療・福祉、建設業、運
輸業・郵便業となっています。（表4）
また、製造業求人の内訳は、輸送用機械器具製造業が36人と最も多く、製造業全体の17.4％を占めており、次いで電気機械
器具製造業、生産用機械器具製造業、情報通信機械器具製造業となっています。（表5）
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＜参考＞新規求職申込者の年齢分布（パート含む常用）
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マイジョブ・カードを利用するとパソコンやスマートフォンから簡単にジョブ・カードが作成できるようになりました。人材育成や定着促進のために

ジョブ・カードの活用をご検討ください。詳しくは、「マイジョブ・カード」サイトまたは厚生労働省webサイトをご参照ください。
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雇用保険

就　職

充足率、就職率
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●表９ 月間有効求職者数の推移 （一般）

■充足率 36.2％ （対前年同月比1.3ﾎﾟｲﾝﾄ上昇、対前月比18.2ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）
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●表12 受給者実人員、基本手当支給総額の推移
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●表11 充足率、就職率の推移

（年月）

（年月）

（％）

（人）

（人）

（千円）
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在職者

無業者
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就職率

充足率

受給者実人員

基本手当支給総額

■月間有効求職者数 2,203人（対前年同月比7.8％増、対前月比5.5％増） （表９）
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●表10 就職件数、就職件数（うち雇用保険受給者）の推移

■就職件数 272件（対前年同月比13.8％増、対前月比95.7％増）

■就職件数のうち保険受給者 42件（対前年同月比2.3％減、対前月比4.5％減）（表10）

充足率は、新規求人のうちどれだけ充足したかを示します。就職率は、新規求職のうちどれだけ就職したかを示します。

■就職率 53.8％ （対前年同月比3.9ﾎﾟｲﾝﾄ上昇、対前月比28.9ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）（表11）
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（年月）

（件）

3月の新規求職申込件数310件（パートを除く常
用。）を態様別に見ると、在職者が128人と最も多く、
全体の41.3％を占めており、次いで自己都合離職者
（同37.1％）、事業主都合離職者（同11.3％）、無業者
（同7.7％）、その他（同1.9％）となっています。 (表8)
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●表８ 新規求職者の態様別内訳

■雇用保険基本手当支給総額 53,910千円（対前年同月比12.4％増、対前月比19.3％増）（表12）
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＜参考＞月間有効求職者の年齢分布（パート含む常用）

（人）

■雇用保険受給者（一般）実人員 414人（対前年同月比9.2％増、対前月比7.5％増）



高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間職業紹介事業者など

の職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に、助成金を支給します。

助 成 額 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

• 半年ごとに助成金を支給します。「２期」の支払い方法の場合、採用から半年後(１期)、１年後(２期)に２回支
給するイメージです。

• 「短時間」労働者は、 １週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。

• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

• 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります（ただし①の「高年齢者（60歳以上）」は65歳以
上の方も助成対象となります）。

• ①の区分では他に「父子家庭の父」「中国残留邦人等永住帰国者」「北朝鮮帰国被害者等」「アイヌの人々」な
どが対象となります。

• トライアル雇用助成金を活用し雇い入れた対象者（母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者及び障
害者）をトライアル雇用終了後も引き続き継続して雇用する場合、本助成金の一部を受給できる場合があります。

まずは求人提出が必要です。詳細は労働局またはハローワークへお問い合わせください

LL080305企01・都道府県労働局・ハローワーク

事業主の皆さまへ

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）のご案内

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を

雇用する事業主をサポートします！！

(  )内は大企業に対する支給額

助成対象となる雇用形態

正規雇用、無期雇用、有期雇用（自動更新※ ）として採用する方が対象です

※ 「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。勤務成績等により更新の有無を判断する場

合等は助成対象となりません。

※ 雇入れ時点で継続雇用（上記の雇用形態であり、対象労働者を65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用

期間が継続して２年以上であること）が確実であると認められる場合に助成対象となります。

令和８年５月１日以降の紹介より、高年齢者（60歳以上）の要件を見直します

令和８年５月１日より前に紹介された場合

雇入れ時の年齢が60歳以上の者であること。

令和８年５月１日以降に紹介された場合

雇入れ時の年齢が60歳以上の者であることに加え、

紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個

別支援を受けていること。

採 用 す る 労 働 者 合 計 助 成 額 支 払 い 方 法

①

母子家庭の母等

高年齢者（60歳以上）

ウクライナ避難民

補完的保護対象者 など

60万円（50万円）
短時間：40万円（30万円）

30万円（25万円）×２期
短時間：20万円(15万円）×２期

② 身体・知的障害者
120万円（50万円）
短時間：80万円（30万円）

30万円×4期（25万円×２期）
短時間：20万円×４期(15万円×２期）

③
重度障害者、45歳以上の障害者、

精神障害者
240万円（100万円）

短時間：80万円（30万円）

40万円×６期（33万円※×３期）
短時間：20万円×４期(15万円×２期）

※第３期は34万円
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